
有効 有効
　期間 ３年 ２年 　期間 有効期間

車両 車両 　車両
　重量 総重量 　　総重量
以下 千円 千円 千円 千円 以下 千円 千円 千円 千円 以下 千円 千円

 0.5ﾄﾝ 15.010.05.0 2.7  １ﾄﾝ 7.6 5.4 3.8 2.7  １ﾄﾝ 5.0 2.7
～1 30.020.010.05.4～2 15.210.87.6 5.4～2 10.05.4
～1.5 45.030.015.08.1～2.5 22.8 11.4 ～3 15.08.1
～2 60.040.020.010.8～3 30.0 15.0
～2.5 75.050.025.013.5～4 40.021.620.010.8
～3 90.060.030.016.2～5 50.027.025.013.5

～6 60.032.430.016.2
～7 70.037.835.018.9
～8 80.043.240.021.6
～9 　　－ 　　－ 45.024.3

有効 ～10 　　－ 　　－ 50.027.0
期間 ～11 　　－ 　　－ 55.029.7自家用 事業用

～12 　　－ 　　－ 60.032.4 千円 千円

車両 ～13 　　－ 　　－ 65.035.1 6.6 4.8
総重量 ～14 　　－ 　　－ 70.037.8 １年
以下 千円 千円 千円 千円 ～15 　　－ 　　－ 75.040.5自家用 事業用 自家用
  １ﾄﾝ 10.05.4 5.0 2.7～16 　　－ 　　－ 80.043.2 千円 千円 千円

～2 20.010.810.05.4～17 　　－ 　　－ 85.045.9 4.4 3.2 2.2
～3 30.016.215.08.1～18 　　－ 　　－ 90.048.6
～4 40.021.620.010.8～19 　　－ 　　－ 95.051.3
～5 50.027.025.013.5～20 　　－ 　　－ 100.054.0
～6 60.032.430.016.2～21 　　－ 　　－ 105.056.7
～7 70.037.835.018.9～22 　　－ 　　－ 110.059.4自家用 事業用 自家用 事業用

～8 80.043.240.021.6～23 　　－ 　　－ 115.062.1 千円 千円 千円 千円

～9 90.048.645.024.3～24 　　－ 　　－ 120.064.8 5.5 4.311.38.1
～10 100.054.050.027.0～25 　　－ 　　－ 125.067.5
～11 110.059.455.029.7～26 　　－ 　　－ 130.070.2
～12 120.064.860.032.4～27 　　－ 　　－ 135.072.9 ３年

～13 130.070.265.035.1～28 　　－ 　　－ 140.075.6自家用乗用 自家用 事業用

～14 140.075.670.037.8～29 　　－ 　　－ 145.078.3 千円 千円 千円

～15 150.081.075.040.5～30 　　－ 　　－ 150.081.0 11.47.6 5.4
～16 160.086.480.043.2
～17 170.091.885.045.9
～18 180.097.290.048.6

8.116.2

２年 １年

乗用（定員１０人以下）

１年

自家用 自家用 自家用 事業用

事業用 自家用 事業用

自家用

特　種　用　途

自家用

事業用 自家用 事業用

ト　ラ　ッ　ク

　　　２年
（車両総重量
 ８トン未満）

１年

バス（定員
１１人以上）

１年

その他

３年

２年

自家用 事業用

小型２輪

自動車重量税・税率早見表

軽（検査対象）
２年

　軽（検査対象外）
新車の届出時１回限り

　　※１８年超の経年車、次世代自動車、エコカー減税制度該当車の税額はこちらを参照下さい。

　新規登録や継続検査の際には、自動車重量税が必要となり、自動車重量税印紙により
納付していただくことになります。
　車両重量及び車両総重量ごとの自動車重量税額は以下のとおりです。

　　・納付は自動車重量税印紙を納付書に貼付していただきます。

　　・車両重量の端数が10Kg未満の場合は切り捨てて計算します。

　　・大型特殊自動車、届出済軽自動車（中古車）は非課税となります。

平成２２年４月１日現在

２輪

以下トラックに同じ

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000011.html

